
患者の権利と責務患者の権利と責務
当院における「患者の権利と責務」に関する宣言

シャローム病院は、患者さんの権利と意思を尊重し、公平な医療を行うために、
患者さんの権利と守って頂きたい責務を定めます。これはリスボン宣言および
ヘルシンキ宣言とその改訂に準じて作成されたものです。
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